
 

こ
の
条
例
は
、
市
が
９
月
の
議

会
で
成
立
が
見
込
め
ず
取
り
下
げ

た
も
の
を
手
直
し
し

た
も
の
で
す
。
当
初

は
、
す
べ
て
の
学
区

の
公
民
館
を
来
年
４

月
に
廃
止
す
る
も
の

で
し
た
が
、
来
年
度

か
ら
の
５
年
間
で
廃

止
し
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
（
移
行

パ
タ
ー
ン
は
５
つ
。
図

参
照
）
。
５
年
後
に
は

す
べ
て
コ
ミ
セ
ン
化

さ
れ
、
市
職
員
は
配

置
さ
れ
な
く
な
り

ま
す
。

 

ま
た
コ
ミ
セ
ン

の
運
営
は
、
各
学

区
の
住
民
で
作
る

「
ま
ち
づ
く
り
協

議
会
」
に
任
せ
よ

う
と
し
て
い
ま
す

が
、
現
時
点
で
１

つ
も
設
立
さ
れ
て

お
ら
ず
、
適
切
な

運
営
や
透
明
性
の

確
保
な
ど
の
仕
組

み
は
「
こ
れ
か
ら
」

と
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
説

明
は
、
市
自
治
連

合
会
で
行
わ
れ
た
だ
け
で
、
市
民

へ
の
説
明
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

 

公
民
館
は
社
会
教
育
法
に
基
づ

き
、年
代
を
問
わ
ず
多
彩
な
学
習
・

文
化
活
動
を
保
障
す
る
施
設
で
す
。

し
か
し
市
も
教
育
委
員
会
も
無
責

任
な
姿
勢
に
終
始
。
今
回
の
条
例

で
社
会
教
育
の
位
置
づ
け
が
な
く

な
り
、
生
涯
学
習
専
門
員
の
配
置

も
５
年
で
終
了
し
、
そ
の
間
の
配

置
も
地
域
が
選
ぶ
と
さ
れ
ま
し
た
。

市
は
「
地
域
が
自
ら
地
域
課
題

を
解
決
で
き
る
よ
う
に
」
と
言
い

ま
す
が
、
そ
れ
を
市
が
押
し
付
け

る
の
で
は
本
末
転
倒
で
す
。
市
民

と
の
合
意
形
成
を
丁
寧
に
進
め
、

公
民
館
も
廃
止
で
は
な
く
、
課
題

の
共
有
や
学
習
が
で
き
る
取
り
組

み
を
強
め
る
べ
き
で
す
。

 

党
市
議
団
は
、
市
の
責
任
を
放

棄
す
る
条
例
案
に
反
対
し
ま
し
た
。

・
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市役所前で、「支所削減・公民館
廃止やめて」と訴える市民と党
市議団 写真提供：滋賀民報社

11 月

25 日(月) 議案提案 

（※請願提出・正午〆切） 

12 月 

３日(火)～９日(月) 

 一般質問 

10 日(水)～18 日(金) 

  各種委員会 

20 日(水) 討論、採決 
 

会場は大津市役所です。 
ぜひ傍聴にお越しください 

＊市議会ホームページで、
インターネット中継・録
画もご覧いただけます。 

市が示すコミセン化計画

  

【湖誠会】津田新三、青山三四郎、川口正徳、桐田真

人、竹内照夫、竹内基二、寺田英幸、草野聖地、仲

野弘子 【新和会】八田憲児、河村浩史、神田健次、

鳥井義徳、西村和典 【公明党】濵奥修利、改田勝

彦、髙橋健二、中田一子、佐藤弘 【市民ネット】

船本力、奥村功、嘉田修平、田中知久、草川肇 

（議長は採決から除く） 

【新和会】井内律子、笠谷洋佑、

伴孝昭、幸光正嗣、細川俊行 

【協生会】出町明美 【清正会】

谷祐治 

【共産党】杉浦智子、柏木敬友子、

小島義雄、立道秀彦、岸本典子、

林まり 

 

賛成 24人 反対 13人 

※市の資料

より作成

 コミセン化は、地域の自主運営

が前提で「まちづくり協議会」の

設立ありき。多くの市民は活動イ

メージすら持てていません。

市
民
へ
の
説
明
責
任
果
た
さ
ず 

「
学
ぶ
権
利
の
保
障
」
投
げ
捨
て 

地域

まちづくり協議会の設立とコミセンの自主運営に向けた準備

地域

まちづくり協議会の総会においてコミセンの自主運営について議決

地域

まちづくり協議会から市に対してコミセンの自主運営の申入書の提出

市

コミセンの自主運営に資するまちづくり協議会としての審査及び指定

市

コミセンの移行の決定と自主運営の方法（委託、指定管理者制度）の判断

市

コミセンの移行のための施行期日を定める規則の制定と自主運営に

向けた手続き 

コミセンへの移行と自主運営の実施 
具体的にどうする
のか、仕組みづく
りはこれから 

コミセンを運営する
まちづくり協議会の設立手順

 

地
域
ま
か
せ 

公
の
責
任
は
？

 

移 

行 

５年で 

市直営施設 

 

①市直営（業務委託無し） 
②自主運営試行（運営業務委託） 

③運営業務委託パターン１（生涯学習専門員配置） 
④運営業務委託パターン２（生涯学習専門員配置なし）

指定管理者運営施

設コミュニティセンター
⑤指定管理者制度（市職員配置なし）

５年間は①～⑤の
どれかを選択。 
選ぶのは「地域」 

 

11
月
13
日
、
市
議
会
特
別
会
議
が
開
催
さ
れ
、
各
学
区
の
公
民
館
を

廃
止
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
（
コ
ミ
セ
ン
）
に
移
行
す
る
条
例
案

が
賛
成
多
数
（
賛
成
24
、
反
対
13
）
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

 
 


